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は じ め に

近年、子どもたちの朝食欠食、偏食といった課題が生じおり、食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身に付けることが喫緊の課題となっております。

このような中、国においては、国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、平成１７年７月１５日「食育基本法」を施行するとともに、同法に基づき平

成１８年３月３１日「食育推進基本計画」を策定し、食育を推進しております。

小・中学校の学習指導要領の改訂（平成２０年３月２７日）においては、その総則に「学

校における食育の推進」が盛り込まれたほか、関連する各教科等での食育に関する記述が

充実されました。また、平成２１年４月１日施行の学校給食法においても、その第１条（法

律の目的）で「学校における食育の推進」が位置付けられるとともに、栄養教諭が学校給

食を活用した食に関する実践的な指導を行うことについても明記されるなど、栄養教諭に

対する期待が一層高まっているところです。

本県におきましては、平成２３年４月「第２期秋田県食育推進計画」食の国あきた推進

運動アクションプログラムを策定し、「しっかり食べて健やかに」をスローガンに食育を

推進しているところです。

県教育委員会においては、児童生徒に基礎的・基本的な知識や技能をしっかりと身に付

けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむ教育活動を展開しており、

中でも、食育に関しては、栄養教諭、学校栄養職員を中核とした学校における食育の推進

を図っているところです。

このようなことから、平成２４年度文部科学省委託事業「栄養教諭を中核とした食育推

進事業」を展開し、「学校給食を生きた教材」とし活用しながら、学校における食育の推

進を図り、健康の保持増進と生活習慣病の予防に努めているところです。

本冊子は、本事業の概要・栄養教諭配置校での学校における食育の推進についての実践

例や研修会等を盛り込み、家庭及び地域と連携した食育の推進を図る上の今後の参考とな

る内容になっており、心身ともに「生きる力」を兼ね備えた健康な児童生徒の育成に寄与

するものと信じております。

終わりに、本冊子の作成に当たり、御多忙の中、御協力いただきました委員の皆様並び

に資料等の御協力をいただきました関係各位に対し、厚く御礼申し上げます。

平成２５年３月

秋田県教育庁保健体育課

課長 越後谷 真 悦
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